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１ 業務の目的 

令和５年度に計画の最終年度を迎える第３次小野市障がい者計画、第６期小野市障

がい福祉計画及び第２期小野市障がい児福祉計画の見直しを行い、ニーズ調査及び次

期計画策定を一体的に行うに当たり、本公募型プロポーザルにおいて、広く提案を募

るものである。 

 

２ 業務の概要 

(1)  業務名 

第４次小野市障がい者計画等策定支援業務 

(2)  業務内容  

別紙「第４次小野市障がい者計画等策定支援業務仕様書（以下「仕様書」

という。）」のとおり 

(3)  選定方式 

公募型プロポーザル方式 

(4)  履行期間 

契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

なお、本件は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、議会に

おいて予算の減額、否決があったときは、本プロポーザルについて実施の効

力を失う場合がある。 

(5)  見積上限額 

４，４００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(6)  支払条件 

前金払、部分払 無 

 

３ 応募方法  

単独企業による 

 

４ 参加資格要件 

参加者は、次に掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の

いずれにも該当しない者であること。 

(2) 参加表明書の提出の日から契約締結までの間において、指名停止の措置を小

野市から受けている者または受けることが明らかである者でないこと。 

(3) 小野市暴力団排除条例（平成２４年小野市条例第１号）第２条第１号から第
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３号までに規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく裁判所からの更生手続開

始決定がなされている者でないこと。 

(5) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく裁判所からの再生手続開

始決定がなされている者でないこと。 

(6) 法人税（個人企業にあっては所得税）、消費税及び地方消費税に未納がない者

であること（徴収猶予の扱いを受けている者を除く）。 

(7) 本社、本店、支店又は営業所において、過去５年以内（平成３０年度～令和

４年度）に、市町村が発注する障がい者計画等（ならびにこれに類する福祉計画）

の策定・改定業務を元請として業務完了した実績を有する者であること。 

 

５ 本プロポーザルの実施スケジュール 

※応募多数の場合は一次書類選考を行う場合がある。 

※プレゼンテーション以降の日程については、決定次第連絡する。 

 

６ 参加手続き 

参加を希望する者は、以下により参加表明書及び必要書類を提出すること。 

(1) 提出書類（提出書類一覧表参照） 

①参加表明書【様式１】 

②会社概要書【様式２】 

項 目 日 程 公告 令和５年３月１４日 参加表明書の受付期間 令和５年３月１４日～２７日 質問受付（参加表明書等関係） 令和５年３月１４日～２２日 質問回答日 令和５年３月２４日 参加資格確認結果の通知 令和５年３月２９日 参加非資格者の異議申立て期限 令和５年４月１０日 参加非資格者への異議申立て回答日 令和５年４月１３日 企画提案書の受付期間 令和５年３月２９日～４月１４日 質問受付（企画提案書等関係） 令和５年３月２９日～４月１０日 質問回答日 令和５年４月１２日 プレゼンテーション及びヒアリングの実施 令和５年４月下旬（予定） 審査委員会 令和５年４月下旬（予定） 選定結果の通知及び公表 令和５年４月下旬～５月上旬（予定） 本業務について最も適切な者（以下、「最優秀提案者」という。）への見積依頼 令和５年４月下旬～５月上旬（予定） 契約の締結 令和５年５月上旬（予定） 
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③業務実績書【様式３】 

④担当者経歴書等【様式４】 

⑤納税証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納のな  

い証明書） 

(2) 作成要領 「１５ その他」の注意事項を確認の上、上記(1)様式により、

作成すること。 

(3) 提出期限 令和５年３月２７日（月） 午後５時１５分まで必着 

（持参による受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前８時４５

分から午後５時１５分までの時間帯とする。） 

(4) 提 出 先 小野市副市長 

(5) 提出場所 本要領１６に掲げる担当課 

(6) 提出部数 正本 1 部 

(7) 提出方法 持参又は郵便書留のみ 

 

７ 参加表明に関する質問の受付と回答 

(1) 提出期限 令和５年３月２２日（水） 午後５時１５分まで 

(2) 提 出 先 小野市副市長 

(3) 提出場所 本要領１６に掲げる担当課 

(4) 提出方法 質問書【様式５】によりＦＡＸまたは電子メールで提出すること。 

(5) 回答方法 参加表明者に対し、質問の内容を含め令和５年３月２４日（金）

までにＦＡＸまたは電子メールで回答する。 

 

８ 参加資格確認結果の通知 

参加資格の結果は、令和５年３月２９日（水）に、参加表明書に記載のメールア

ドレスに電子メールで通知する。正文については、別途郵送により送付する。 

 

９ 疑義の申立て 

(1)  プロポーザル参加資格の結果に疑義のある非資格者は、参加資格がないと

認めた理由について、書面（様式は任意）にて説明を求める申立てを行うこ

とができる。 

(2)  申立期間は、通知の日の翌日から起算して７日（小野市の休日を定める条

例（平成元年小野市条例第３０号）に定める休日（以下「市の休日」という。）

を除く。）以内とする。 

(3)  当該請求を行った者に参加資格が無いとした理由について申立期限の翌日
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から起算して原則として３日（市の休日を除く。）以内に回答する。 

 

１０ 企画提案書の提出 

(1)  提出書類（提出書類一覧表参照） 

①企画提案書（表紙）【様式６】 

②企画提案書【任意様式】 

ア 企画提案書は、Ａ４縦ファイルの左綴じ製本とすること。（ただし、Ａ

３版による折込頁の挿入は可。） 

イ 仕様書「４ 業務の内容」に記載の項目ごとに、具体的な作業内容を

明記すること。 

ウ 「２ 業務の概要(5)見積上限額」の範囲内であるならば、業務内容以

外の提案を盛り込むことは差し支えない。 

③業務スケジュール【任意様式】 

ア 仕様書「４ 業務の内容」に記載の項目ごとに、工程表を作成するこ

と。 

④業務実施体制【任意様式】 

ア 業務を確実に実施、履行する組織体制を明記すること。 

イ 業務実施に当たっての主担当者の配置、役割分担及び連絡体制を明記

すること。 

⑤業務見積書【任意様式】 

≪見積書提出の際の注意事項≫ 

ア 見積金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を

見積書に記載すること。 

イ 見積書に記載する見積額の１００分の１１０に相当する金額（契約希

望価格）が「２業務の概要(5) 見積上限額」に規定する業務規模を上回

らないこと。 

ウ 見積書については、住所、会社名、代表者名、見積金額、作成日等を

記入し、押印があること。 

(2) 提出期限 令和５年４月１４日（金） 午後５時１５分まで必着 

（持参による受付は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前８時４５

分から午後５時１５分までの時間帯とする。） 

(3) 提出先  小野市副市長 

(4) 提出場所 本要領１６に掲げる担当課 
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(5) 提出部数 正本１部、副本６部 

(6) 提出方法 持参又は郵便書留のみ 

 

１１ 企画提案に関する質問の受付と回答 

(1)  提出期限 令和５年４月１０日（月） 午後５時１５分まで 

(2) 提出先  小野市副市長 

(3) 提出場所 本要領１６に掲げる担当課 

(4) 提出方法 質問書【様式５】により、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

(5) 回答方法 企画提案者に対し、質問の内容を含め令和５年４月１２日（水）

までにＦＡＸ又は電子メールで回答する。 

 

１２ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

(1)  次により、企画提案者等に係るプレゼンテーション及びヒアリング（以下

「ヒアリング等」という。）を実施する。 

実 施 日 令和５年４月下旬（予定） 

実施場所 小野市役所 

出 席 者 １事業者３名まで 

実施内容 １事業者３０分程度を予定 

    （企画提案書の説明：２０分程度、質疑応答１０分程度を予定） 

説明資料 あらかじめ提出した企画提案書をもとに説明するものとする。 

機 材 等 ヒアリング等の際に機材（パソコン等）を使用する場合は、提案者

が準備するものとし、事前に本要領１６に掲げる担当課へ申し出るこ

と。なお、プロジェクター、スクリーンは担当課で用意する。 

提案順位 ヒアリング等の実施の際の順番については、企画提案書を受け付け

た順番とする。 

(2)  選考方法 

① プロポーザルの審査 

「第４次小野市障がい者計画等策定支援業務にかかる公募型プロポーザル

審査委員会（以下「審査委員会」という。）」において行い、最優秀提案者を

選定する。なお、審査委員会は非公開とする。 

審査委員会は、提案者の本業務に対する意欲や理解力及び企画提案に関す

る内容等について、ヒアリング等を実施し、別表１「審査の評価基準」に基

づき各審査委員の審査を踏まえ総合的に評価を行う。 

最優秀提案者は最高点を獲得した提案者とする。ただし、審査委員の合計
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点数が同点の場合は企画提案書の評価点が高い事業者を最優秀提案者とす

る。企画提案書の評価点も同点の場合は審査委員で協議し、最優秀提案者を

決定する。 

なお、すべての参加事業者の総合点が６０点に満たない場合は「該当者な

し」とする。 

② 選定結果の通知公表 

審査の結果については、文書で通知するとともに、最優秀提案者を小野市

ホームページで公表する。 

なお、選考の過程は非公開とし、選考結果の疑義については受け付けない。 

 

１３ 契約締結の方法 

上記１２(2)により特定された最優秀提案者の決定後、速やかに提案書を基に詳細

を協議し、改めて見積書の提出を求め、契約を締結する。なお、この協議が不調とな

ったときは、審査により順位付けられた上位の者から順に協議を行うものとする。 

 

１４ 失格 

次のいずれかに該当した場合は、失格となることがある。 

(1)  提出書類等が本要領の提出方法に適合しない場合 

(2)  提出書類等が本要領に示された条件に適合しない場合 

(3)  虚偽の内容が記載されている場合 

(4)  本要領４に示す参加資格要件を欠くこととなった場合 

(5)  審査の公平性を害する行為があった場合 

(6)  審査委員会構成員に不当な働きかけをした場合 

(7) その他本要領に違反すると認められた場合 

 

１５ その他 

(1)  参加表明書及び企画提案書の作成、提出、その他プロポーザルの参加に関

して要する費用は全て参加者の負担とする。 

(2)  提出期限以降における企画提案書の差換えは認めない。 

(3)  提出書類等は原則として返却しない。 

(4)  提出書類は、審査及び説明のため、複製を作成し使用することができる。 

(5)  提出書類は、この選考の公表（広報、ホームページ等）や出版物への連載、

展示等に使用できるものとする。 

(6)  業務委託契約における設計の内容については、プロポーザルの内容に拘束 
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されず両者協議の上、変更ができるものとする。 

(7) 本市が提供する資料は、このプロポーザルに係る検討以外の目的で使用し 

てはならない。 

１６ 担当課 

小野市市民福祉部社会福祉課 

〒６７５－１３８０ 兵庫県小野市中島町５３１ 

電話  ０７９４－６３－１０１１ 

ＦＡＸ ０７９４－６３－１２０４ 

Ｅ-mail sha-fukusi@city.ono.hyogo.jp 

 


